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最
高
入
先
出
法
の
批
判
的
考
察

高

寺

貞

男

キ酢

イ
ン
ペ
ン

E
F
F
1

プ
ロ
ピ
ッ
ト

過
剰
生
産
恐
慌
D
可
能
性
言
内
包
し

τ
い
る
経
済
構
造
は
、
常
に
、
物
債
よ
昇
期
に
棚
却
費
産
利
盆
を
排
除
す
る
棚
卸
資
産
曾
計
方

法
た
る
後
入
先
出
法
の
探
用
白
撰
大
化
に
封
し
阻
止
的
作
用
を
奥
え
て
い
る
。
し
か
も
、
恐
慌
の
可
能
性
が
ひ
と
た
び
顛
在
化
す
れ

ば
、
後
入
先
出
法
は
、
資
本
に
奉
仕
す
る
役
目
を
終
り
、
新
し
い
形
態
に
特
化
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
く
る
。
物
侵
白
下
落
が
、
そ

5
2
T
7
F
 

の
現
行
税
法
上
の
有
利
怯
(
課
税
節
減
)
士
、
自
動
的
に
破
壊
す
る
が
た
め
に
、
後
入
先
出
法
と
低
僚
主
義
の
結
合
に
よ
る
崎
形
の

息
子
が
「
最
高
入
先
防
法
」

E
E伝
r
E
Eロ

P
再ー。
E
u
u
E
o
F。
仏
(
出
回
。
)
と
名
づ
け
ら
れ
て
誕
生
し
て
く
る
。

最
高
入
先
出
法
白
紹
介
及
ぴ
解
説
は
、
巳
陀
我
園
に
あ
い
て
治
な
わ
れ

τ
い
る
が
、
本
稿
は
、

7
メ

p
カ
経
済
白
勤
き
と
の
関
連
に

-B .
.
.
.
 ‘ 
••• 

、.

.

 

お
い
て
、
最
高
入
先
出
法
の
本
質
的
役
劃
を
批
判
的
に
考
察
し
、
そ
の
濁
占
資
本
む
た
め
の
曾
計
方
法
た
る
性
格
を
解
明
す
る
ζ

と
と

え

古ミ

き

ず
る
。

li 
(1) 

藤
田
皐
、
後
入
先
同
法
の
一
考
袋
、
紹
漕
皐
手
報
、
昭
和
二
十
八
牛
九
月
(
第
五
韓
)
一
三
九
1
1
1
一
四
一
頁
。

最
高
入
先
出
法
の
批
到
的
考
察

第
七
十
四
巻

E 

第
五
競

ブL
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最
高
入
先
出
法
り
批
判
的
考
察

第
七
十
四
巻

三宝一一

第
五
輯

7t. 
i¥. 

岡
田
幸
弘
、
米
関
税
法
に
担
り
る
棚
卸
評
償
法
白
議
員

(
6
・
完
)
税
法
皐
、
昭
和
=
十
九
年
二
月
按
(
第
一
一
一
十
八
披
)
、

「
後
入
先
出
法
k
低
償
法
」
産
業
紹
盟
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
瞬
、
五
四
頁
。

拙
稿
、
後
入
先
出
法
の
展
開
と
原
理
論
よ
り
の
一
部
離
、
経
済
論
叢
、
昭
和
ニ
十
丸
年
五
月
器
、
五
一
五
大
頁
。

一三

l
一
七
頁
。

一
九
三
八
年
に
後
入
先
出
法
の
部
分
的
遁
用
が
認
め
ら
れ
、
つ
い
て
一
九
三
九
年
歳
入
法
に
よ
っ

τ、
内
園
歳
入
法
典
第
二
十
ご
僚

他
項
が
改
正
さ
れ
て
、
後
入
先
出
法
が
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
と
と
が
承
認
さ
れ
た
段
階
(
初
期
後
入
先
出
法
段
階
)
に
お
け
る
後

入
先
出
む
現
質
的
展
開
、
削
ち
質
践
化
の
障
害
物
の
一
つ
は
、
将
来
の
物
債
掃
出
動
の
不
安
定
性
て
あ
ワ

mo
後
入
先
出
記
録
と
し
て
、

税
目
的
の
た
め
、
内
閣
歳
入
法
典
に
規
定
し
て
い
る
後
入
先
出
原
債
以
下
に
市
場
債
格
が
下
落
す
る
こ
と
に
謝
す
る
恐
れ
が
多
数
の
企

業
を
し
て
後
入
先
出
訟
を
採
用
さ
せ
た
か
っ
た
主
要
在
原
因
て
あ
っ
た
。

太
平
詳
敵
争
を
背
A
R

と
す
る
軍
事
イ
ン
フ
レ

l
シ
ョ

Y
は
か
か
る
障
害
物
を
排
除
し
、
一
醸
の
問
題
解
決
の
基
礎
と
た
っ
た
が
、
鞍

後
フ

l
ム
も
終
り
、
一
九
四
八

l
四
九
年
の
中
間
恐
慌
に
直
面
す
る
と
卸
買
物
償
指
数
は
四
八
年
の
一

O
ニ
・
八
か
ら
四
九
年
の
一

O

一
・
八
に
、
消
費
者
物
債
指
数
は
四
八
年
白
一

O
四
・
四
か
ら
四
九
年
の
九
九
・
二
に
念
落
し
こ
九
四
七
回
九

1
一
0
0
)
、

後
入

持
出
法
の
賢
践
的
披
大
に
射
す
る
阻
H
的
要
因
が
大
空
く
た
っ
弁
。

或
る
舎
祉
は
税
目
的
の
た
め
後
入
先
出
法
を
濯
揮
す
る
準
備
と
し
て
、
年
度
中
間
報
告
書
に
お
い
て
、
二
度
も
後
入
先
出
法
を
採
用

し
な
が

b
、
合
計
年
摩
の
後
停
に
友
り
、
期
首
の
物
債
水
準
以
下
に
主
要
材
料
の
償
値
が
下
落
し
た
た
め
、
年
度
報
告
書
に
お
い
て
後

タ
ッ
ク
ス
E

り

p'ud

入
先
出
法
の
使
用
を
放
棄
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
三
の
舎
祉
は
二
一
一
一
年
総
績
し
て
後
入
先
同
法
を
選
揮
し
た
納
税
申
告
書
を
提
出
し
て



い
た
が

b
、
偶
愛
的
に
起
ワ
た
物
債
下
落
に
直
面
し
、
選
揮
し
た
と
と
を
後
悔
し
だ
。
し
か
も
、
首
該
期
に
お
け
る
物
償
費
動
の
不
均

等
性
は
、
金
扇
及
び
同
製
品
の
高
騰
に
封
し
、
他
白
一
般
商
品
、
特
に
繊
維
及
び
同
製
品
の
物
償
念
落
に
あ
ら
わ
れ
た
か

b
、
後
入
先

田
原
債
を
市
慣
が
わ
っ
た
企
業
は
非
軍
事
経
済
部
門
に
比
較
に
多
か
っ
た
。
例
え
ば
消
費
経
済
部
門
に
沿
い

τは、

リ
テ
E
ル

ヨ

νサ
l
u
J

入
先
出
法
を
採
用
し
た
小
責
席
は
棚
卸
資
産
白
市
僚
が
後
入
先
出
原
便
以
下
に
な
ら
一
な
か
っ
た
が
、

し
た
小
貫
庖
は
、
二
一

ρ
寅
例
に
過
ぎ
な
hv
が、

一
九
四
九
年
の
末
に
は
、
後
入
先
出
準
備
金

「万
戸

冒
E 
Z 
H 
~ 

〈
O 

" p. 
吉

田
S 

" n 
) 

カ王

ネ
ガ ミー

テ 5 九
イ日四
プ E 八
とョ年ー
な(に九
つ後同四
たり入法一
。先を年
し出濯に
か修揮後

-
』
問
。

主
勘
定
己
『
。
邑
]
g
E
O
E
P
W
1累
積
修
五
勘
定

一
九
五
一
年
末
以
後
に
も
ち
こ
ま
れ
、
動
飢
終
結
後
に
橡
測
さ
れ
る

恐
慌
に
謝
す
る
企
業
の
封
際
策
と
し
て
、
一
九
五
一
一
一
年
に
な
り
、
明
ら
か
に
プ
メ
り
角
経
済
が
下
降
期
に
入
る
と
、
不
出
の
進
行
を
阻

止
し
、
克
服
す
る
も
の
と
し

τ
白
減
税
及
び
税
制
改
卒
同
題
の
登
場
と
午
行
し
て
デ
フ
レ
合
計
方
法
て
あ
る
最
高
人
先
出
法
が
税
務
曾

し
、
問
題
は
、
再

υ、
朝
鮮
勤
鼠
プ
I
ム
に
よ
り
、
解
消
さ
れ
、

計
ょ
の
主
要
問
題
と
な
っ
て
き
た
。

後
入
先
出
概
念
を
す
べ
て
心
低
償
主
義
の
中
へ
寅
質
的
に
持
取
す
る
フ
ジ
カ
ル
た
提
案
は
形
式
山
に
は
若
干
白
相
遣
は
あ
る
が
、
後

入
先
出
原
慣
が
時
償
を
超
過
し
た
債
額
を
課
税
所
得
計
算
に
お
い
て
控
除
す
る
計
算
方
法
を
税
法
よ
認
可
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
も
の

マ

ホ

ー

が

メ

ン

ト

ア

ゾ

ン

ヱ

イ

シ

ヨ

ン

め

〕

で
あ
り
、
一
九
五
一
年
十
一
月
、
7
メ
リ
刀
管
理
協
合
、
五
二
年
、
六
つ
の
資
本
家
図
惜
よ
り
王
摂
さ
れ
た
。
五
二
年
十
一
一
月
に

は
、
ア
メ
リ
カ
合
計
士
協
脅
迫
邦
税
委
員
曾
の
C
E
5
5
2
2
3含
E
H
叶

E
Z
Eロ
は
蓮
邦
税
改
正
に
闘
す
る
五
十
八
項
目
の
勧
告

の
中
て
、
「
第
二
十
ご
保
刈
頃
は
所
得
税
目
的
の
た
め
、
後
入
先
出
法
を
使
用
し

τ
い
る
納
税
義
務
者
に
低
債
で
棚
卸
資
産
主
評
債
す

る
こ
と
を
認
司
す
る
よ
う
に
改
正
さ
る
べ
き
で
あ
か
L

と
内
閣
税
合
同
委
員
合
に
要
望
し
た
。
か
か
る
要
求
に
ゐ
さ
れ
、
税
法
の
改
正

が
第
八
十
二
議
曾
に
お
い
て
論
議
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

最
高
入
先
同
法
の
批
判
的
考
察

第
七
十
開
巻

五

第
五
按

:九
ブL



最
高
入
先
出
法
の
批
判
的
考
察

第
七
十
四
巻
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ロ
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四
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自
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可
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τ
E
ご
Q
M
E官
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〈
同
町
内
内

HOR巳
吋

E
s
g
p
]
邑

〉
n
B
S百
円
司
、
巴
由
也

HcqpHU
回
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川ω川
内
闘
拍
合
同
委
員
曾

H守。
E
同=〈
P
V
E臣品門門
RE。自。。止同門。自回占
m唱珂
P
伊。阿
r"二H且
m目
己
同
2
自
回
耳
内
吋
宮

E
5回
は
上
院
護
入
委
員
官
《
内
P川

H。
自
冒EM

員
一
三
名
、
萎
員
長

E
悶匂自トゐ
0
己
冨
百
凶
芭E』

=EE】
出E凶早FFrE仇己自-首ロ共和誕、
Jヨ
官
一
フ
ド
州
濯
由
、
前
委
員
長
、
ウ
オ
ル
タ

1J.bジヨ
1ジ
)
及
び
下
院
歳
入
委
員
曾

(Eザヨ
自
洋
苦
伶
思伶

。
自
白
当
凶
4『
官
凶
自
門
白
凶
冒
。
自
切
(
委
員
ニ
王
名
、
委
員
長
司
自
主
〉
・
何
百
島
共
和
葉
、
エ
ュ

1

ヨ
ー
グ
州
、
前
委
員
長
、
ロ
ー
パ
ー
ト
・
ド
1
ト
シ
)
よ

り
選
出
さ
れ
た
委
員
土

P
構
成
さ
れ
、
下
院
に
お
い
て
先
議
さ
れ
次
い
で
上
院
に
回
付
さ
れ
南
院
協
議
官
に
お
い
て
調
整
さ
れ
る
歳
入
詰
案
内
形
式

的
議
事
衣
第
Tr
は
別
に
雨
院
が
事
前
の
又
は
恒
常
的
連
栴
の
樹
曾
を
も
っ
た
め
に
、
一
九
二
六
年
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

立
坦
彩
、
ア
メ
り
カ
の
漁
算
命
日
計
制
度
(
第
一
部
・
政
革
制
度
)
昭
和
二
十
六
年
、
三
一
一
四
三
ご
五
頁
。

〆



一
九
五
一
一
年
、
上
院
歳
入
委
員
曾
は
内
閣
枕
合
同
委
員
曾
に
後
入
先
出
法
と
低
債
主
義
の
結
合
の
問
題
に
つ
い
て
白
研
況
と
報
告
を

要
求
し
、
そ
の
成
果
は
、
七
月
七
日
、
下
院
歳
入
委
員
〉
虫
色
ロ
唱
の
E
U町
議
員
に
よ
り
出
・
同
認
む
と
し
て
下
院
に
提
出
さ
れ

tco 
「
ア
メ
泊
合
衆
図
上
院
下
院
は
内
閣
歳
入
法
典
第
二
十
二
保
d
項
の
一
を
左
の
如
く
改
正
さ
れ
る
こ
と
を
可
決
さ
れ
た
い
。

-
:
・
中
略

「
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
問
白
あ
と
に
、
決
の
如
ム
管
内
容
の
二
つ
の
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
迫
補
す
る
。

「
例
納
税
義
務
者
は
、
本
項
に
規
定
宵
れ
た
方
法
J

』
棚
卸
套
産
を
計
算
す
る
と
乙
ろ
心
一
九
五
三
年
六
月
三
十
日
後
に
終
る
最
初
の
誤

税
年
度
の
税
務
申
告
書
に
ゐ
い
て
、
ま
た
は
、
爾
後
の
課
税
年
度
に
お
け
る
と
と
ろ
の
内
園
歳
入
局
長
官
白
承
認
を
得
た
税
務
申
告
書

に
お
い
て
、
営
該
棚
卸
資
帯
用
主
原
償
ま
た
は
時
債
何
れ
か
低
い
債
額
て
評
償
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
右
の
選
樫
を
な
し
た
場
合
に
b
h

(
サ
プ
パ
ラ
グ
ラ
フ
伺
に
定
め
る
場
合
を
除
く
)
右
の
原
償
の
う
ち
、
時
債
を
超

て
は
納
税
義
務
者
は
純
所
得
を
算
定
す
る
に
営
り
、

え
る
部
分
に
等
し
い
償
額
は
控
除
す
る
こ
と
。
爾
後
心
課
税
年
度
末
に
お
い
て
、
時
債
を
超
過
す
る
原
債
白
部
分
が
右
の
控
除
額
よ
り

大
き
い
場
令
に
は
、
こ
の
差
額
は
純
所
得
の
算
定
に
首

p
控
除
す
る
こ
と
。
但
し
、
右
の
超
過
分
が
、
控
除
額
よ
り
少
な
い
場
合
K
は

己
の
挙
額
は
所
持
押
に
算
入
す
る
こ
と
。

「
川
一
九
五
二
年
一
月
一
日
か

b
、
本
章
第
刷
簡
に
規
定
さ
れ
た
起
遁
利
得
税
目
。
自
胃
。

P
E
の
失
荻
ま
た
は
禁
止
の
期
日

(
一
九
泊
三
年
六
月
三
十
日
前
寺
註
)
後
の
五
暦
年
の
終
る
ま
で
の
期
聞
に
始
ま
る
各
課
税
年
度
に
づ
い
て
は
サ
プ
パ
ラ
グ
ラ
フ
耐
を
濯

最
高
入
先
出
法
の
批
列
的
考
察

第
七
十
四
谷

三
五
五

第
五
監

O 



最
両
入
先
山
同
法
の
批
判
的
考
察

第
七
十
四
巻

一五六

第
五
世

O 

探
す
る
納
税
義
務
者
は
、
本
項
に
よ
b
計
算
す
る
棚
却
費
震
の
基
準
と
し
て
、
後
入
先
出
原
債
の
。
且

E

S田
宮
古
代
凶
ま
た
は
課
税
年

度
末
の
時
便
何
れ
か
低
い
伺
額
を
用
い
る
こ
と
。
右
白
時
慣
は
際
債
よ
り
低
い
場
合
に
は
、
爾
後
の
原
慣
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
。
L

八
月
二
十
三
日
、
同
様
の
改
E
案
が
下
院
歳
入
委
員
長
ヨ

E
E
〉

同
2
己
議
員
よ
り
提
出
さ
れ
わ
。

右
の
改
一
h
案
を
つ
ら
ぬ
〈
原
債
主
義
心
崩
壊
は
七
月
十
六
日
上
院
歳
入
委
員
舎
に
開
陳
さ
れ
任
内
閣
歳
入
法
典
改
一
土
案
出
口
mmmmH包

同
0
2
2
E
E
E
E
E
H
同
宅
自
己
o
h
o
白
め
に
よ
り
完
去
な
も
の
と
な
っ
た
。
即
ち
後
入
先
出
法
採
用
前
陀
非
常
に
低
〈
棚
卸
替
差
を

評
慣
し
て
い
た
舎
一
世
は
、
財
務
省
が
後
入
先
出
法
を
探
用
す
る
場
合
江
期
首
棚
卸
資
産
を
照
債
で
評
慣
す
る
己
と
を
要
求
し
た
た
め
、

原
債
一
杯
吉

E
H
n
gご
仏
棚
卸
資
宜
伸
を
引
上
げ
て
、
棚
卸
資
産
低
許
慣
に
よ
る
秘
密
積
十
礼
金
を
は
み
許
出
戸
ね
ば
友
ら
一
な
か
っ
た
。
か

か
る
原
債
に
引
も
ど
寸
こ

F
を
排
斥
し
、
低
慣
主
義
ι
r
A一
一
面
的
に
完
徹
す
る
改
壬
案
は
d
項
白
-
心
斗
ノ
フ
パ
ラ
グ
ラ
フ

A
B
C
に
封
レ

サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
川
の
一
部
及
び
は
項
白
四
?
企
画
的
制
除
と
左
ワ
た
。
(
側
線
部
は
誼
補
部
分
、
カ
ツ
コ
部
は
倒
酷

迫
椅
を
治
ζ

左
い
、

部
分
で
あ
る
)

「
付
項
の
一
、
納
税
義
務
者
は
本
項
の
円
陀
よ
り
提
出
十
要
請
さ
れ
る
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
商
品
の
棚
卸
に
あ
た
っ
て
は
、
完

に
掲
げ
る
方
法
(
か
か
る
+
刀
法
が
サ
プ
パ
ラ
グ
ラ
フ
川
に
み
点
い
て
規
定
み
己
れ
て
い
る
正
否
と
に
拘
ら
さ
か
礼
用
い
る
と
と
が
出
来
る
。

則

的

棚

卸

蓄

は

原

債

で

評

慣

す

る

こ

と

。

間

同

副

伺

岡

倒

到

割

判

倒

綱

引

割

引

引

引

制

周

到

割

組

問

1
叶
到
州
制
1
割
哨
叫
劉
劃
州
阿
岡
劇
別
刷
剖
割
削
利
引
引
割
引
剖
利
引
闘
訓
判
例
叫
刑
判
刊
叫
叫
閥
樹
制
劇
削
剥
叶
寸
刷
叫
引
引
こ

と。
佃
|
課
税
年
度
の
期
末
棚
卸
資
産
は
、
ま
ず
期
首
棚
卸
を
超
え
た
い
範
圏
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
営
該
課
税
年
度
の
期
肯
有
高
に
含

ま
れ
で
い
た
も
の
と
し
て
取
扱
い

(
取
得
の
順
序
に
従
う
)
、

つ
い
ぞ
、
嘗
該
課
税
年
度
に
治
い
て
取
得
さ
れ
た
も
の
し
仁
し
て
取
扱



ふ
。
も
し
も
、
納
税
義
務
者
が
十
プ
-
ハ
ラ
グ
ラ
7
判
|
ω
に
規
定
さ
れ
た
震
基
準
が
課
税
年
度
末
山
車
部
事
た
は
附
債
を
超

週
明
引
場
創
阿
凶
1
劇
剖
叫
岡
伺
附
伺
倒
判
州
倒
州
倒
倒
州
っ
剥
淵
制
回
明
刻
刻
例
刻
倒
開
制
相
関
刺
劃
叫
釧
制
剤
劃
叫
珂
伺
劃
綱
引

な
る
こ
と
。

に
!
こ
の
方
法
が
始
め
て
使
用
さ
れ
た
課
税
年
度
の
期
首
棚
卸
安
産
は
、
同
時
に
取
得
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
扱
い
、
〔
そ
白
原
債

を
平
均
一
原
一
償
法
に
よ
り
定
め
る
〕
』
旬
開
問
利
引
劃
利
引
制
測
調
樹
無
関
叫
胡
対
捌
釧
到
劃
同
岡
『
叫
倒
閣
倒
倒
引
判
割
削

E

回
同
唱
。
回
伊
丹
O
S
H
C
O

(
全
部
恒
」
れ
空
で
と
同
じ
債
格
で
|
|
高
寺
)
J
悶
得
さ
れ
た
も
の
と
し
亡
刷
捌
ふ
。

刷
項
の
一
寸
改
正
た
し

問
項
の
一
二
、
改
正
た
し

〔
己
白
方
法
が
始
め
て
使
用
さ
れ
た
課
税
年
度
の
前
の
課
税
年
度
の
所
得
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
さ
き
の
申
請
書
に
記

載
さ
れ
た
商
品
の
前
年
度
の
期
末
棚
卸
資
産
は
原
債
で
評
債
す
る
己
と
。
U

」

問
項
の
回
、

内
園
歳
入
法
典
の
改
玉
に
つ
い
て
の
研
究
を
命
令
さ
れ
た
内
閣
税
合
同
委
員
舎
に
よ
っ
て
、
一
九
五
=
一
年
四
月
三
目
、
個
人
及
び
法

人

納

税

義

務

者

、

費

本

家

固

胴

恒

工

り

の

提

案

の

珠

備

的

摘

要

が

作

成

さ

れ

た

。

注

意

深

く

濯

揮

さ

税
務
関
係
者
、

合
計
士
圏
償
、

れ
た
瑛
備
的
摘
要
の
第
十
九
競
寸
後
入
先
出
棚
卸
資
産
曾
計
」
は
七
月
三
十
一
日
に
、
下
院
歳
入
委
員
舎
公
聴
舎
に
か
け

b
れ
た
。
陳
述

タ
ツ
グ
え
・
ァ
ト
グ

'ν
ア
イ
戸

さ
れ
た
後
入
先
出
原
債
時
債
何
れ
か
低
い
償
額
を
評
債
基
準
と
す
る
方
法
は
、
後
入
先
出
法
と
低
慣
主
義
の
課
税
上
の
有
利
性
の
組
合

せ
ぞ
あ
り
、
物
債
よ
昇
期
に
は
課
税
所
得
を
減
少
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
、
棚
卸
資
産
の
再
取
得
を
容
易
に
し
、
物
債
下
落
期
に
棚
卸
安
産

JT
プ
リ
シ
Z

イ
シ
ヨ

ν

り

減
債
を
所
得
よ
り
控
除
す
る
も
白
て
あ
る
。

の
未
寅
現
の最

雨
入
先
向
法
四
批
判
的
考
察

第
七
十
四
巻

三
五
七

事
亙
抽
出

O 



最
高
入
先
出
世
の
批
列
的
考
察

第
七
十
四
巻

三
五
人

第
五
競

O 
四

時
間

E官
。
包
〉
川
出
。

E
E
C甲
子
唱
曲
。

20∞

ω

E
ヨE
-〉
軍
司
自

E
E
S
E
-
唱
色
一
∞

ω
『
・
間
宮
内
『
回
E
H
R
B
U
4
2
f
H
V・∞日

ω
旨
・
戸
回
o
Z日
同
問
白
色
〉
'
口
出
向

az目
。
司

P
F
司・∞
4
D

同
刷
〉
ロ
ず
円
。
『
同
・
冨
ど
ロ
同
2
E
S
旦

F
O
H
E
R
E
-
m
o話
回
目
白

o骨・
4
旨

g
o
a
-
-
5
8、
弔
4
4
4
3
院

後
入
先
出
棚
卸
資
産
主
時
償
ま
で
引
下
げ
る
こ
と
耳
目
Z
ι
o司
ロ
古
冨
員
宮
片
山
町
ち
評
債
滅
主
是
認
す
る
改
正
案
、
は
後
入
先
出
法

の
展
開
に
謝
す
る
障
害
物
た
る
物
債
下
落
に
よ
り
方
向
づ
け
ら
れ
た
た
め
濁
占
資
本
む
恐
慌
に
劃
す
る
封
隠
策
と
し
て
の
賢
践
的
課
題

を
も
づ
て
い
る
。
か
か
る
賞
践
的
課
題
は
、
低
債
、
巴
誌
に
よ
り
曾
計
担
論
的
に
保
強
さ
れ
て
は
い

hZ、
決
し
て
、
表
面
化
す
る
己
と

た
く
、
或
る
ず

4
l
ル
を
か
ぶ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

「
一
連
心
物
僚
下
落
に
直
面
し
て
白
不
可
越
白
返
却
は
戟
略
的
天
才
を
も
っ

τ指
揮
さ
れ
て
い
る
。
前
進
し
た
地
域
か
ら
、
退
却
す

ヱ
グ
イ
テ
イ

る
か
わ

p
に
、
攻
関
さ
れ
て
い
る
後
入
先
出
法
の
擁
護
者
は
、
彼
等
の
論
擦
の
股
嘘
D
上
に
公
千
と
い
う
名
の
人
リ
ロ
プ
タ
ー
を
舞
上

b
ぜ
て
い
る
」

物
侵
下
落
を
契
機
と
す
る
後
入
先
日
法
の
税
法
上
の
有
利
性
心
崩
壊
は
、
そ
れ
を
事
前
に

回
避
す
べ
く
、
原
償
主
義
糧
績
性
の
原
則
を
破
棄
し
た
最
高
入
先
出
訟
を
資
本
家
的
公
平

l
E
等
観
念
の
ず
ェ

l
ル
を
か
ぶ
せ
て
、
恐

(
C

・E
-
ジ
ョ
ン
ソ
シ
)
、

慌
に
封
す
る
新
し
い
武
器
と
し
て
、
登
場
さ
せ
て
い
る
。
公
平
と
い
う
名
の
へ

P
2
プ
F

l
は
女
の
様
在
進
路
を
え
が
く
。

比
較
的
高
い
原
債
水
準
白
時
に
、
後
入
先
出
法
を
採
用
し
た
一
納
税
義
務
者
を
し
て
、
低
い
物
債
水
準
に
沿
い
て
後
入
先
同
法
を
採
用



品
問
に
謝
す
る
批
判
的
見
解
の
た
め
に
、

し
た
競
走
者
と
貫
質
的
に
同
じ
地
位
K
っ
か
せ
る
機
能
を
最
高
入
先
防
法
は
も
っ
て
い
る
q

一
九
四

O
年
以
後
白
財
務
省
の
後
入
先
出

↓
九
五

O
年
迄
後
入
先
同
法
を
採
用
し
た
か
っ
た
納
税
義
務
者
は
、
後
入
先
同
法
の
一
認
可
さ
れ

た
初
期
に
、
し
か
も
上
り
低
い
原
俣
て
後
入
先
出
法
主
採
用
し
た
納
税
義
務
者
と
比
較
し
て
、
税
法
土
の
救
済
措
置
を
利
用
す
る
己
と

が
出
来
な
か
っ
た
。
も
し
、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
農
業
て
、
近
い
将
来
、
一
九
主

O
年
又
は
一
九
豆
一
年
の
一
物
侵
水
準
以
下
に
債
格
が

下
落
す
る
と
と
が
諌
測
さ
れ
る
左
ら
ば
、
最
近
に
至
白
後
入
先
同
法
を
採
用
し
た
舎
一
世
は
一
九
四

O
年
叉
は
一
九
四
一
年
民
間
じ
形
態

D
棚
卸
資
産
に
、
後
入
先
同
法
を
適
用
し
た
競
走
者
よ
り
、
税
目
的
D
た
め
自
己
の
棚
卸
資
産
を
よ
り
高
H
償
額
て
繰
越
す
こ
と
を
機

践
し
な
け
れ
ば
在

b
た
い
。
か
か
る
不
公
平
和
ι
是
五
す
る
た
め
後
入
先
出
決
を
時
債
古
て
引
下
る
棚
卸
資
産
合
計
方
法
は
あ
ら
ゆ
る

後
入
先
出
法
納
税
義
務
者
白
地
位
を
平
準
化
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
て
来
る
の
で
あ
h
G
部
ち
採
用
年
度
の
相
違
に
よ
る
棚
卸
資
産

債
額
を
統
一
す
る
た
め
後
入
先
州
原
償
時
慣
例
れ
か
低
い
償
額
を
棚
卸
費
産
評
便
基
準
と
す
る
こ
と
は
有
数
で
あ
る
と
』
主
張
さ
れ
て
〈

る
。
か
か
る
資
本
家
的
公
平

1
卒
等
概
念
の
一
具
髄
化
と
し
て
の
内
園
歳
入
法
典
改
正
案
は
全
面
的
で
は
た
い
に
し
ろ
、
後
入
先
出
法
納

税
者
白
地
位
を
現
質
的
に
平
準
化
す
る
た
め
、
市
場
債
格
の
下
落
が
後
生
し
た
時
期
比
よ
り
、
で
つ
の
異
っ
た
合
計
方
法
を
規
定
し
て

い
か
o

朝
鮮
勤
胤
を
背
景
と
し
で
一
九
五
一
年
再
設
さ
れ
、
一
九
主

O
年
六
月
一
一
一
十
目
後
に
は
じ
ま
り
一
九
五
三
年
七
月
一
日
に
拠

る
超
過
利
得
鴨
川
白
有
戎
期
間
へ
町
長
ィ
時
師
)
及
び
そ
れ
に
鶴
く
在
年
同
に
漫
生
し
た
物
一
償
下
落
正
そ
れ
以
降
の
期
間
k
b
け

る
物
慣
下
落
に
は
異
っ
た
計
算
方
法
が
適
用
4
A
C

れ
る
。
サ
プ
パ
ラ
グ
ラ
フ
刷
に
さ
匂
最
初
の
期
間
(
一
丸
五
八
年
六
十
月
一
一
子

R
1一)
の

物
債
下
落
に
よ
っ
て
、
後
入
先
山
川
原
債
以
下
に
時
債
が
な
っ
た
場
合
に
は
、
営
該
時
慣
が
原
債
L

仁
し
て
取
扱
わ
れ
、
そ
れ
に
反
し
て
、

サ
フ
パ
ラ
グ
ラ
フ
川
に
規
定
さ
れ
た
爾
後
の
潮
見
町
(
一
九
五
八
年
七
対
一
日
以
後
)
の
物
債
下
落
の
場
合
に
は
、
時
債
と
原
債
と
の
芸
額
が
、

課
税
所
得
か

b
控
除
さ
れ
、
営
該
期
間
に
お
け
る
物
侵
上
昇
の
場
合
陀
は
差
額
が
課
税
所
得
に
算
入
れ
さ
る
。

最
高
入
先
出
法
の
批
判
的
考
察

第
七
十
四
巻

=一五丸

第
五
瞳

O 
五



最
高
入
先
出
法
の
批
舟
的
考
察

第
七
十
四
巻

O 

第
五
時
抗

一O
式

睦
川
最
高
入
先
出
法
の
脅
計
理
論
よ
り
す
る
主
張
は
世
債
主
義
に
そ
の
祉
援
を
お
い
て
い
る
a

例
え
ば
、
マ
ヅ
ク
ネ
l
ル
、
ハ

1
サ
ム
雨
民
は
「
後
入

先
出
原
領
時
個
何
れ
か
低
い
償
額
で
棚
卸
護
産
を
課
税
昨
得
決
定
に
嘗
り
許
債
ず
る
こ
と
は
、
会
都
合
計
士
円
、
一
般
に
後
入
先
日
原
債
E
時
債
の

差
額
を
佐
除
す
る
と
唱
と
な
く
後
入
先
出
棚
卸
賓
芦
低
賃
借
針
照
表
に
表
示
す
べ
き
で
な
い
と
い
ふ
見
僻
の
論
理
的
披
張
で
あ
る
L

ハ
戸
司
冨
n
Z巴

自
白
ト
ロ
目
白
百
因
。
切
合
同
ヨ
匂
-
∞
4
0
)

・
と
い
い
、
ホ
フ
マ
ン
氏
は
「
時
倒
ま
で
の
引

τ
げ
を
承
認
す
る
法
律
改
正
の
現
論
的
根
擦
は
、
多
〈

の
企
業
家
、
組
神
革
者
、
官
計
専
門
家
の
見
解
ー
と
し
て
、
時
閣
以
上
の
金
額
で
財
務
諸
表
に
糠
越
す
棚
卸
資
産
は
架
空
な
も
の
に
過
ぎ
々
い
と
い
ム

己
と
で
あ
る
。
測
定
し
う
る
繋
期
さ
れ
た
崎
市
燕
の
損
失
に
備
え
る
曾
計
資
務
に
一
致
し
て
、
企
業
の
蓄
積
壮
盆

R
E
q己
P
R
白

E
E占
四
円
金

額
は
苦
し
市
場
償
措
の
下
落
が
考
慮
さ
れ
な
い
な
ら
ば
過
大
査
一
割
に
な
る
と
い
ふ
見
解
は
合
理
的
で
あ
る
。
L

(

胃
晶
q
b
u島
〉
問
。
司
自
E

8
・
p
f

句
邑
∞
)
と
撞
べ
て
い
る
ロ

n
v
E日
開
・

7
吉
田
口

H
E
E。
司
ぐ
巴

E
5
P
3
0
〉
R
O
B
E
P
〉
nE口
盟
問
自
「
〉
の
E
E
E何
回
ゆ
く
二
回

r
H
m問
中
u

旬

凶

ω

列
』
画
面
白
〉
也
出

Q
m
E
E
。
u
c
r
句《一一む

〉
Z
ヴ
吋
め
リ
可
同
・
出
R
U
o
-
v・
2
F
匂
4
出

ω
出

吋

冨

n
E
q
d
-
R
F
市

2

ω
宮山
3
2
a・
〉
出

OREロ・
4
ロ
r
司

書
ω

紛

ア

メ

D
カ
の
培
耽
問
題

.
p
フ
ァ
レ
ン
ス
、
一
九
主
一
、
ニ
境
、
九
一
八
買
。
事
閥
陛
下
の
ア
メ
w
y
カ
純
済
、
経
済
評
論
、
昭
和
一
一
十
六
午
一
月

抗
、
五
八

l
六

O
頁。

(3) (2) 

四

最
高
入
先
出
法
の
笠
践
的
在
費
本
の
側
か
ら
の
要
請
は
後
入
生
出
法
納
税
義
務
者
聞
の
八
公
平
と
い
う
形
て
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
後

入
先
出
法
納
税
義
務
者
は
誰
か
と
い
う
事
に
つ
い
て
は
不
聞
に
付
し
て
い
る
。
総
資
本
間
の
公
平
と
い
う
形
て
初
期
後
入
先
日
法
段
階



ぞ
展
開
し
弁
資
本
家
的
公
平

1
平
等
親
は
棚
却
評
債
は
原
慢
に
上
る
と
の
規
定
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
不
営
た
歳
入
白
減
少
を
防
止

L
、
後
入
朱
出
法
を
仰
の
経
来
認
め
ら
れ
て
き
た
方
法
よ
り
も
木
営
に
侵
通
す
る
こ
と
を
吉
け
る
た
め
、
低
慣
主
義
に
よ
る
こ
と
を
許

君
子
、
原
使
、
主
義
、
椴
渡
性
の
原
則
に
よ
り
、
法
人
納
税
義
務
対

l
繍
安
本
聞
の
公
平
が
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え

b
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
マ
ッ
グ
、
不
l
ル
、
ハ
|
十
ム
雨
氏
は
小
企
業
K
後
入
先
出
法
が
遁
用
出
来
る
と
い
う
こ
と
を
時
間
期
す
る
の
は
、
ま
だ
時
期
宵
早

で
あ
る
と
述
ペ
、
ま
た
C
・
E
・
0
弓
ン
ソ
ン
氏
は
い
く
つ
か
の
企
業
及
び
ほ
と
ん
ど
ナ
ペ
て
の
個
人
は
物
債
上
昇
期
に
課
税
を
回
避

す
る
方
策
を
も
っ
て
い
な
h
の
で
あ
る
か
ら
後
入
先
出
法
主
納
税
者
の
一
グ
ル
プ
に
認
可
す
る
こ
と
は
不
公
平
で
あ
る
、
私
白
意
見

て
は
後
入
岩
出
原
債
時
債
何
れ
か
低
h
債
額
と
h
ぅ
、
主
一
恨
の
異
質
の
解
決
は
、
税
目
的
の
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
封
し
て
後
入
先
出
法

士
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

石
泊
、
非
鋳
金
属
濁
占
資
本
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
後
入
先
出
が
は
、
個
人
納
税
義
務
者
は
い
う
に
お
よ
ぼ
ず
、
法
人
税
義
務
者
て

も
、
中
小
企
業
は
、
モ
の
課
税
上
の
有
利
性
を
利
用
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。
バ
グ
ズ
の
調
査
に
よ
る
繍
資
産
保

有
量
別
の
後
入
先
日
法
採
用
欣
況
(
表
I
)
を
検
討
す
れ
ば
、
資
産
保
有
量
〔
使
用
純
資
本
)
の
大
き
い
企
業
、
目
ち
一
回
が
M
F
梨
程
後

入
売
出
法
を
採
用
し

τい
る
し
、
縫
っ
て
ま
た
後
入
先
出
法
採
用
に
よ
る
課
税
節
減
の
救
済
を
多
く
享
受
し
て
い
る
ζ

と
が
解
る
。
後

入
先
同
法
は
主
と
し
て
猫
占
企
業
陀
集
中
的
に
採
用
さ
れ
、
課
税
節
減
い
い
か
え
れ
ば
消
極
的
財
政
投
資
に
よ
り
、
濁
占
企
業
の
資
本

蓄
積
の
一
つ
の
手
段
と
在
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
グ
ン
・
ロ

1
ブ、

魁
I

町
制
レ
臨
町
、

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
系
の
餓
銅
凋
占
企
業
た
る
ベ
ス
レ
ヘ
ム

一
九
四
七
年
に
始
め
て
後
入
先
出
法
を
探
用
し
た
己
と
を
一
九
四
七
年
度
報
官
舎
に
述
べ

τ
w
る
が
、

営
一
枇
り
棚

卸
資
産
評
償
法
の
鍵
更
に
つ
い
て
諮
っ
て
い
る
プ
ラ
イ
ス
・
ウ
才

l
タ

1
ハ
ウ
ス
合
祉
の
添
附
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
後
入
先
出
法
は
綿

一
九
四
七
年
十
二
月
の
棚
卸
資
産
白
評
償
額
は
約
一
七
、

棚
卸
費
産
白
約
七
十
五
%
の
評
債
に
使
用
さ
れ
、

五

O
O、

0
0
0ド
ル

最
高
入
先
向
法
の
批
判
的
考
察

第
七
十
四
巻

第
五
韓

u 
七



最
高
入
先
出
法
の
批
判
的
考
察

(19仔年期末現在)

14 資産保ス有車位荒 入先出法非採用骨量土 光同法採用骨量土

i品川出|純賛同一 資産|棚卸

石|

0-10 18 60，659 5ι75 7 83，749 4.510 

10-50、 22 498，168 20β22 4 102，603 18.876 

50-100 4 226.553 12.707 1 69，172 12，037 

]00-500 4 日明 149m1 9 I 2，297，172 317，と59

500~ 3 I 2.912苦052I 424，004 6 I 7.560，313 810.3コ9
泊

4[i 1日附ヌ|問問 12711附 8，，'10811・l，l'i8.日91

0-10 1 8，689 2.229 。
鋪 10-50 8 209，850 64，550 1 25，037 1，557 

50-lOU 4 225.455 57，2日i O 

100-500 5 I 1，020，833 240，845 3 I 1，088.751 178，941 

500- 。 213，叫371 458.476 

妥同

18 11・州四| 叫 151 6 14.225.159 1 633.974 

表 I資産保有量別後入先出法採用股況(車位千ドル)

第
七
十
四
各

~ ノ、

第
五
揖

O 
A 

引
下
げ

b
れ、

0
0
0ド
ル

J. Kecth I3utters: Inventory Accounting and Policies.1949. p. 56 
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。連

邦
所
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税
ιコ 'M
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減」ニ

Z約

f 0 
乙亡 、
わ
れ
7こ
と
報
告
さ
れ
て
しコ

0
0
0
、

組
資
本
間
の
公
平
概
の
真
に
ひ
そ
札
口
後
入
先
出
法
の
賀
践

的
役
割
は
漏
占
資
本
氏
奉
仕
す
る
も
の
に
温
ぎ
ず
、
し
た
が

っ
て
後
入
保
出
納
税
義
務
者
闘
の
公
正
槻
は
不
平
等
な
現
宜

的
諮
問
係
の
中
に
平
等
在
理
論
金
導
入
し
、
相
側
占
資
本
の
た

め
忙
最
高
入
先
出
法
へ
の
癒
一
更
を
合
理
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
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。

E
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弔
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(3) 



五

後
入
先
出
法
の
擁
護
者
は
、
モ
白
形
式
的
機
能
に
の
み
に
注
目
し
、
全
岨
同
利
径
は
期
間
利
盆
の
線
和
て
あ
る
以
上
、
長
期
間
後
入
先

出
法
を
適
用
す
れ
ば
、
利
潤
は
平
準
化
し
、
従
っ
て
、
法
人
所
得
涜
納
付
額
は
平
準
化
す
る
。
即
ち
物
債
上
昇
期
の
課
積
節
減
は
物
債

下
落
期
の
課
税
増
大
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
と
主
張
し
、
他
の
棚
卸
資
産
曾
計
方
法
と
の
形
式
的
平
等
性
を
強
調
し
、
資
本
聞
に
お
け

る
各
種
の
棚
卸
安
産
合
計
方
法
の
一
役
割
の
累
質
性
を
同
種
性
陀
解
消
し
て
い
る
。
バ
グ
1
1
の
見
解
は
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
て
は
あ
る
が
、

か
か
る
租
税
ヰ
準
化
設
に
一
障
の
批
判
を
ゐ
こ
在
っ
て
い
る
。
稜
々
た
理
由
民
よ
っ
て
、
法
人
税
率
は
、
物
債
よ
昇
期
に
は
相
封
的
に

高
く
、
税
種
に
お
い
て
も
、
超
過
利
得
税
、
不
営
留
保
利
得
税
司
ロ
門
出
奇
守
己
丘
官
。
寄
宮
沢
が
設
定
さ
れ
た
の
は
物
債
よ
昇
期
で
あ

っ
た
。
増
大
し
て
ゆ
く
政
府
支
出
の
事
貨
が
歳
入
郎
ち
課
税
の
増
大
に
劃
す
る
必
要
を
生
み
出
し
、
物
債
を
引
上
げ
る
傾
向
を
も
っ
て

い
た
。
さ
ら
に
、

一
般
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
相
封
的
に
い
っ

τ、
物
債
よ
揚
期
に
は
、
舎
一
世
の
租
税
支
梯
能
力
は
、
通
常
、
主
り
大
き

プ
レ
ゼ
シ
ト
グ
ア
リ
ョ
，

い
し
ま
た
、
直
接
的
な
課
税
節
減
の
現
在
債
値
は
絶
封
額
に
沿
い
司
て
等
し
い
将
来
の
追
加
的
租
税
納
入
額
白
現
在
侵
値
よ
り
大
き
い

の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
町

租
税
平
準
化
訟
は
課
税
所
得
計
算
翠
準
た
る
損
金
、
日
抗
金
(
費
用
、
収
盆
)
の
概
念
及
び
モ
の
資
質
的
内
容
、
課
税
率
、
税
種
の
一

定
性
を
前
提
し

τ
い
る
が
、
イ
Y

フ
レ
期
の
増
税
、
デ
フ
レ
矧
の
減
税
は
そ
の
非
現
質
性
を
詮
明
し
て
い
る
。
第
二
次
大
鞍
を
背
景
と

し
て
「
膨
脹
し
て
ゆ
く
戦
費
の
一
部
を
増
税
に
よ
り
賄
う
」
た
め
、
一
九
四
一
年
度
設
算
の
鞍
費
膨
脹
に
伴
っ
て
、
四

O
年
以
降
屡
次

増
税
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
一
九
五
三
年
下
半
期
に
五
り
、
恐
慌
が
関
在
化
し
て
く
る
と
、
景
策
の
後
退
な
い
し
不
況
の
進
行
主
阻
止

し
、
克
服
す
る
た
め
に
減
税
及
び
税
制
改
革
が
具
鞭
的
日
程
に
の
ぼ
り
、
例
え
ば
五
四
年
一
月
比
は
法
人
超
過
利
得
税
は
自
動
的
に
駿

最
高
入
先
出
法
山
批
刊
的
考
察

第
七
十
四
谷

事
五
盟

一O
九



最
高
入
先
出
訟
の
批
判
的
考
察

第
七
十
四
巻

一六回

第
五
世

O 

止
さ
れ
、
法
人
所
得
税
付
加
税
の
引
下
げ
は
一
カ
年
延
長
さ
れ
た
が
、
一
一
十
五
項
目
に
亘
る
全
面
的
税
制
改
革
案
1
l
i
出
・
回
虫
き
と

し
て
、
二
月
現
存
、
ト
院
可
通
過
下
院
審
議
中
ー
ー
に
は
、
減
債
償
却
控
除
、
研
一
境
問
護
費
、
牧
径
の
留
保
、
法
人
の
組
織
替
、
損
失
の

繰
戻
等
が
ふ
く
ま
れ
て
い
お
。
最
高
入
先
出
法
は
財
務
省
営
局
に
よ
ワ
て
歳
入
の
減
少
を
も
た
ら
一
す
も
の
と
し
て
否
認
さ
れ
た
が
、
後

入
先
出
法
納
税
義
務
者
た
る
濁
占
企
業
は
、
デ
フ
レ
期
の
減
税
に
よ
づ
て
、
イ
Y

フ
レ
期
の
課
税
節
減
を
相
殺
さ
れ
る
と
と
た
く
、
資

本
蓄
積
を
総
額
し
う
る
の
イ
あ
る
。

イ
Y

ア
レ
の
不
均
等
性
、
即
ち
商
品
債
格
の
木
均
衡
左
騰
貴
は
、
経
済
部
門
聞
に
剰
徐
債
値
の
再
分
間
叫
を
も
た

b
L、
債
格
が
も
ヲ

と
も
大
き
く
騰
貴
す
る
商
品
を
生
産
す
る
部
門
に
有
利
と
た
る
。
即
ち
イ
ン
フ
レ
は
、
勝
働
者
の
搾
取
を
強
化
す
る
た
め
の
鷹
蔽
さ
れ

た
方
法
て
あ
る
が
、
ま
た
経
済
部
門
間
の
、
士
た
企
業
問
の
不
均
衡
を
強
化
レ
、
濁
占
債
格
を
引
上
げ
る
瀦
占
斉
木
に
最
大
限
の
利
潤

を
保
詮
す
る
。
ま
た
イ
ン
フ
レ
は
猫
占
債
格
を
通
じ
、
法
人
税
を
泊
費
者
に
醇
化
す
る
可
能
性
を
強
化
す
る
。
-
九
四
九
年
六
月
の

「
今
ま
で
、
法
人
所
得
税
は
貴
一
砿
白
債
格
政
策
に
明
白
た
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
」
と
い
う
生
産
曾
一
位
一
干
の
調
査
は
解
答
者
の
う
ち
、
百

も
し
も
こ
の
十
Y
プ
ル
を
一
つ
の
典

型
と
み
左
し
う
る
左

b
ば
金
生
産
曾
祉
の
五
分
の
三
が
、
そ
の
債
格
決
定
に
営
り
法
入
所
得
税
を
計
算
忙
入
れ
て
い
る
ζ

と
と
た
ム
。

二
十
五
社
、
町
ち
六

O
Mは
肯
定
し
、

八
十
四
祉
、

印
ち
四
O
V
P
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。

右
の
調
査
白
肯
定
回
答
制
合
は
モ
れ
以
前
に
島
げ
る
こ
回
の
調
査
よ
り
も
は
る
か
に
大
で
あ
っ
た
。
大
恐
慌
の
前
年
、

一
九
三
八
年
に

沿
い
て
は
調
査
曾
祉
の
う
ち
わ
い
ず
か
に
二
三
ガ
だ
け
が
法
人
所
得
税
は

l
l少
く
と
も
あ
る
程
度

l
l債
格
に
影
響
を
奥
え
る
に
す
ぎ

一
方
否
定
回
答
教
は
一
二
百
四
寸
六
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
れ

た
か
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
モ
の
際
肯
定
回
答
数
は
百
四
で
あ
っ
た
が
、

よ
り
十
五
年
後
に
た
さ
れ
た
一
九
四
一
年
十
一
月
の
調
査
に
沿
い
て
は
、
回
答
に
醸
じ
た
こ
百
二
十
吐
の
う
ち
五
十
八
祉
即
ち
二
六
必

が
肯
定
回
容
を
し

τ
い
る
。
ハ
ヤ
ン
フ
レ
期
に
膨
脹
し
た
法
人
所
得
税
は
凋
占
債
格
を
逼
じ
半
分
以
上
が
間
接
税
化
し
、
消
費
者
に
轄
嫁



回磐田産業別分類

1 回答敷居回
肯定|否定(合計 百

金属且v'金属製品 15 i生 29 51.7% 

機械及 v'部分品 27 19 46 58.7 

自動草及び附属品 6 1 7 85.7 

軍紙袋置及び部品 10 6 lo 62.5 

搬 帝位 品 15 8 23 65.2 

4也事諜 品 6 5 11 54.4 

建築資制 3 り 8 37.5 

紙及v:紙製品 11 3 14 78.6 

食料及び飲料 8 10 18 44.4 

皮草止とF皮章製品 υ 戸 2 7 71.4 

工f ム 日 8 5 40.0 
カe ラ 三ζ 5 。 5 100.。
ぺご σフ イill 12 8 20 60.0 

育十 11251841209159酬

表 E

さ
れ

τい
る
。

脅
計
理
論
は
、
主
と
し
て
、
イ
ン
フ
レ
に
封
隠
す
る
原
債

配
分
に
目
を
う
ば
わ
れ
て
い
る
が
、
イ
ン

7

v
段
階
に
不
均

等
に
騰
貴
す
る
物
債
は
首
然
、
収
益
の
不
均
等
を
客
観
化

し
、
原
料
高
、
製
品
安
白
中
小
企
業
と
、
原
料
開
叫
占
、
購
買

濁
占
に
よ
る
原
料
安
、
猫
占
債
格
設
定
に
主
zu
製
品
高
白
調

占
企
業
白
費
用
・
牧
径
は
背
離
す
る
。
摘
占
企
業
に
集
中
的

陀
採
用
さ
れ
た
後
入
先
出
法
は
費
用
の
抜
大
に
よ
担
、
か
か

る
背
離
を
所
待
計
算
よ
排
除
し
、
濁
占
企
業
は
あ
た
か
も
中

小
企
業
と
同
様
に
、
平
均
利
潤
を
確
保
し
℃
い
る
か
の
ご
と

く
報
官
す
る
役
割
を
は
た
し

τ
き
た
の
て
あ
る
。
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抽
出



最
高
入
先
出
法
の
批
判
的
考
祭

第
七
十
四
巻

二
八
五

第
五
鵠

む

す

ひれ

経
済
の
軍
事
化
が
イ
ブ
レ
過
程
を
殻
展
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
、
狽
占
利
潤
を
隠
蔽
し
、
課
税
所
得
を
過
少
表
示
し
、
濁
占
資
本
の

資
本
蓄
積
を
幽
家
財
政
機
構
を
逼
じ
容
易
化
す
る
税
務
曾
計
の
一
手
段
と
し
て
、
機
能
し
つ
づ
け
て
き
た
後
入
先
出
法
は
、
軍
事
イ
ン

フ
レ
的
指
置
が
恐
慌
を
フ
く
り
出
し
は
じ
め
る
と
、
猫
占
資
本
に
奉
品
川
す
る
役
割
を
暗
形

ω息
子
た
る
最
高
入
先
日
法
に
相
績
さ
せ

る
。
軍
嘉
イ
y
フ
レ
的
景
気
の
か
げ
て
の
恐
慌
に
あ
ふ
b
れ
て
き
た
中
小
企
業
は
、
後
入
先
出
法
む
優
遇
措
置
を
利
用
す
る
乙
と
は
出

来
た
か
っ
た
が
、
後
入
先
出
法
を
充
分
に
利
用
し
て
き
た
猪
占
企
業
は
、
耳
目
慌
を
回
避

l
特
嫁
す
る
手
段
に
よ
っ

τ濁
占
債
格
を
保
持

し
つ
づ
け
う
る
か
ら
、
崎
形
の
息
ム
コ
た
る
最
高
入
先
出
法
が
、
法
律
て
一
木
前
と
し
て
立
働
く
己
と
を
認
め
ら
れ
な
く
で
も
、
現
在
大

き
な
弱
手
と
は
友
っ
て
い
左
い
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
経
済
の
危
機
の
深
化
は
、
や
が

τ、
最
高
入
先
出
法
白
一
是
認
を
推
進
さ
せ
る
大

き
在
力
と
な
っ
て
く
る
て
あ
ろ
う
。

(
本
稿
は
昭
和
二
十
九
年
度
文
部
省
軒
革
研
究
費
交
付
金
に
よ
る
研
究
報
骨
の
一
部
で
あ
る
)


